
議第１１０号 

呉市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

呉市集落排水処理施設条例（平成１５年呉市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，太枠で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 施設の名称 位置   施設の名称 位置  

  略    略  

 久比地区集落排水処

理施設 

呉市豊町久比   久比地区集落排水処

理施設 

呉市豊町久比  

   田原地区集落排水処

理施設 

呉市音戸町田

原 

 

  

付 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 田原地区集落排水処理施設を設置するため，この条例案を提出する。 


